
令和８年度 宇部市臨時的任用職員 募集要項 

【職種：生活支援課業務員】 

 

 

 
 

 

１ 募集職種、採用予定人数 

募集職種 職務内容 採用予定人数 受験資格 

生活支援課業務員 

書類作成、整理、データ入

力、その他生活支援課での

事務補助 

   １人 
５ 受験資格等に係る注意

事項をご覧ください 

  

２ 勤務条件（令和８年５月１日時点） 

任用期間 令和８年６月１日から令和８年９月３０日まで 

勤務場所 宇部市役所本庁舎２階 生活支援課 

勤務時間 
８：３０～１７：１５ （休憩時間６０分） 

※月曜日～金曜日の週５日勤務となります。 

報  酬 

高校卒業程度：月額 ２０６，７００円 

短大卒業程度：月額 ２１９，４００円 

大学卒業程度：月額 ２３２，０００円 

※学歴、宇部市における同種の臨時的任用職員としての経験年数により加算

される場合があります。また、給与改正が行われた場合、報酬額が変更とな

る場合があります。 

諸 手 当 給与関係の条例、規則等の定めるところにより、通勤費等が支給されます。 

休  日 原則、土曜日、日曜日及び祝日 

休  暇 
任用期間に応じて年次休暇（１年間に最大 20日）を付与 

特別休暇（有給、無給の区分あり） 

服  務 地方公務員法の服務に関する各規定が適用されます。 

社会保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険 

公務災害 地方公務員災害補償制度が適用されます。 

  

３ 受付期間 

 令和８年５月１日（金）から採用予定人数に達する日まで 

  

 

  

  

宇部市健康福祉部生活支援課 

〒７５５-８６０１ 宇部市常盤町一丁目７番１号  

電話（０８３６）３４－８３１２ 



４ 試験日時及び内容 

試験日時 試験場所 試験内容 

受付後、個別に随時実施 
宇部市役所本庁舎内  

（宇部市常盤町一丁目７番１号） 
面接試験 

 

５ 受験資格等に係る注意事項 

 （１）主にパソコンによる事務を行うため、エクセル、ワード等の基本的な操作ができること。 

(２) 次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

② 宇部市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③ 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊 

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

(３) 合格発表後、受験資格とする資格及び報酬算定のための学歴を確認するため、各種証明書 

を提出していただきます。 

なお、資格が確認できなかった場合及び受験申込書の記載事項に虚偽があった場合には、 

受験資格がなかったものとして遡及して合格を取り消します。 

 

６ 合格者の発表 

受験者に合格及び不合格の結果を文書で通知します。 

※ウェブサイトでの公表は行いません。 

 

７ 受験申込み手続 

受験申込書及び受験票に必要な事項を記入し、それぞれに写真１枚ずつを貼った上、持参又 

は郵送により生活支援課に提出してください。（郵送の場合は１１０円切手を貼り、返信先を記 

入した長形３号[長さ２３.５cm、幅１２cm]の受験票返信用の封筒を同封してください。） 

  受験申込書及び受験票に記入漏れ等の不備がある場合は、受付ができませんので、ご注意く 

ださい。 

受付期間は、原則として午前９時００分から午後４時３０分まで受け付けます（土曜日、日 

曜日等市役所閉庁日は除く）。 

  受付完了後、受験票をお返ししますので試験当日に持参してください。 

 


